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大分市子どもの生活実態調査の結果について【別添資料】 
 

（１）子どもの貧困対策に関する課題 
 

○課題１  教育支援の充実 【概要版Ｐ23】 

 

問 20 あなたはお子さんに、どの段階までの教育を受けさせたいですか。（1つに○） 【報告書 P56】 

未就学児・小学生・中学生のいずれにおいても「大学まで」がおよそ３～７割と最も高くなっています。

また、非生活困窮世帯と生活困窮世帯を比較すると、生活困窮世帯では「大学まで」が低くなっている一

方、「高校まで」がおよそ３割と高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 未就学児 】 【 小学生 】 【 中学生 】

1.2 

27.1 

8.8 

2.4 

50.0 

1.2 

7.1 

2.4 

0.1

9.1

8.8

4.0

65.3

3.5

8.2

1.0

0.2

11.1

8.8

3.8

63.4

3.2

8.0

1.4

0% 20% 40% 60% 80%

中学校まで

高校まで

専門学校まで

（高卒後に進学するもの）

高専・短大まで

大学まで

大学院まで

その他

不明・無回答

生活困窮世帯

(n=170)

非生活困窮世帯

(n=1,337)

全体(n=1,510)

0.3

30.8

18.4

6.2

34.4

2.0

4.3

3.6

0.1

11.7

13.3

5.3

57.3

2.8

6.6

2.9

0.1

14.1

13.9

5.4

54.2

2.7

6.3

3.3

0% 20% 40% 60% 80%

生活困窮世帯

(n=305)

非生活困窮世帯

(n=2,115)

全体(n=2,430)

1.0

30.9

17.2

5.1

35.7

2.2

7.0

1.0

0.0

13.8

13.3

5.8

55.7

3.6

4.7

3.1

0.1

16.1

13.8

5.7

52.4

3.4

5.0

3.5

0% 20% 40% 60% 80%

生活困窮世帯

(n=314)

非生活困窮世帯

(n=1,901)

全体(n=2,232)
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 ○クロス集計 

（保護者）問 20 あなたは、お子さんにどの段階までの教育を受けさせたいですか。 

×（保護者）問 3 あなたの世帯は、「ひとり親世帯」に該当しますか。 【報告書 P226】 

 

未就学児・小学生・中学生及び生活困窮世帯の該当有無、世帯状況を問わず、「大学まで」を希望する割合

が高い一方で、ひとり親世帯では「高校まで」を希望する割合が、ひとり親ではない世帯より高くなってい

ます。 
 ※「該当する」は、別居・死別・離婚・未婚・その他を合計した値。以下同じ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

25.6

32.5

6.2

17.5

3.1

51.9

42.5

1.6

8.5

2.5

1.6

5.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

該当しない

(ｎ=129）

該当する

(ｎ=40）

中学校まで 高校まで

専門学校まで（高卒後に進学するもの） 高専・短大まで

大学まで 大学院まで

その他 不明・無回答

＜単数回答＞

【未就学児 生活困窮世帯】

親の進路希望

0.1

8.8

16.0

8.4

20.0

4.0

4.0

66.0

48.0

3.5

4.0

8.2

8.0

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

該当しない

(ｎ=1,276）

該当する

(ｎ=50）

中学校まで 高校まで

専門学校まで（高卒後に進学するもの） 高専・短大まで

大学まで 大学院まで

その他 不明・無回答

＜単数回答＞

【未就学児 非生活困窮世帯】

親の進路希望

0.6

27.8

36.0

18.2

18.4

6.8

4.8

36.9

30.4

2.8

0.8

3.4

5.6

3.4

4.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

該当しない

(ｎ=176）

該当する

(ｎ=125）

中学校まで 高校まで

専門学校まで（高卒後に進学するもの） 高専・短大まで

大学まで 大学院まで

その他 不明・無回答

＜単数回答＞

【小学生 生活困窮世帯】

親の進路希望
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0.1

11.4

15.7

13.3

13.8

5.4

5.0

58.0

49.1

2.7

4.4

6.3

9.4

2.7

2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

該当しない

(ｎ=1,934）

該当する

(ｎ=159）

中学校まで 高校まで

専門学校まで（高卒後に進学するもの） 高専・短大まで

大学まで 大学院まで

その他 不明・無回答

＜単数回答＞

【小学生 非生活困窮世帯】

親の進路希望

1.1

0.8

28.9

34.7

18.7

14.4

4.8

4.2

35.8

35.6

2.7

1.7

6.4

8.5

1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

該当しない

(ｎ=187）

該当する

(ｎ=118）

中学校まで 高校まで

専門学校まで（高卒後に進学するもの） 高専・短大まで

大学まで 大学院まで

その他 不明・無回答

＜単数回答＞

【中学生 生活困窮世帯】

親の進路希望

0.0

0.0

13.3

18.8

13.0

17.4

5.9

5.4

56.5

46.3

3.4

6.0

4.7

4.7

3.2

1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

該当しない

(ｎ=1,739）

該当する

(ｎ=149）

中学校まで 高校まで

専門学校まで（高卒後に進学するもの） 高専・短大まで

大学まで 大学院まで

その他 不明・無回答

＜単数回答＞

【中学生 非生活困窮世帯】

親の進路希望
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問 22 あなたは学校の授業はわかりますか。（1つに○） 【報告書 P169】 

小学生の生活困窮世帯、中学生では「だいたいわかる」がおよそ５割、小学生の非生活困窮世帯では

「わかる」がおよそ５割とそれぞれ最も高くなっています。また、生活困窮世帯では「わかる」が非生

活困窮世帯に比べて低くなっています。 

経年比較をみると、小学生・中学生のいずれにおいても「わかる」がやや増加しています。 

 

【今回調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【前回調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.3

52.9

51.1

23.3

35.1

33.5

47.5

37.6

38.8

49.5

49.1

49.0

9.6

4.9

5.6

19.2

11.1

12.4

0.7

0.5

0.6

5.4

2.3

2.7

3.0

4.0

3.9

2.6

2.4

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

生活困窮世帯

(n=303)

非生活困窮世帯

(n=2,108)

全体(n=2,431)

生活困窮世帯

(n=313)

非生活困窮世帯

(n=1,895)

全体(n=2,233)

わかる だいたいわかる あまりわからない わからない 不明・無回答

【

小
学
生

】

【

中
学
生

】

34.1

46.3

44.3

18.5

31.9

29.6

48.6

43.0

44.0

57.1

49.5

50.8

11.1

5.6

6.5

17.3

14.6

15.0

2.0

0.7

0.9

4.8

2.4

3.0

4.3

4.4

4.4

2.3

1.5

1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

生活困窮世帯

(n=352)

非生活困窮世帯

(n=1,957)

全体(n=2,321)

生活困窮世帯

(n=394)

非生活困窮世帯

(n=1,798)

全体(n=2,214)

わかる だいたいわかる あまりわからない わからない 不明・無回答

【

小
学
生

】

【

中
学
生

】
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○課題２  地域とのつながり 【概要版Ｐ27】 

 
問 6 あなたは、地域の人との付き合いをどの程度していますか。（1つに○） 【報告書 P20】 

未就学児・小学生・中学生のいずれにおいても「ある程度付き合っている」がおよそ４～６割と最も高

くなっています。また、生活困窮世帯では非生活困窮世帯に比べて、「あまり付き合っていない」と「全く

付き合っていない」を合わせた『付き合っていない』が高くなっています。 

経年比較をみると、未就学児・小学生・中学生のいずれにおいても、「よく付き合っている」「ある程度

付き合っている」を合わせた『付き合っている』が減少しています。 

 

【今回調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【前回調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.9

5.4

5.1

4.9

7.1

6.8

8.0

6.7

7.0

42.9

47.0

46.4

50.2

53.6

53.1

41.4

56.7

54.2

35.3

34.7

34.8

29.8

31.0

30.8

38.5

29.0

30.1

17.6

10.5

11.3

12.1

5.1

6.0

9.6

4.7

5.4

1.2

2.4

2.3

3.0

3.2

3.3

2.5

2.9

3.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

生活困窮世帯

(n=170)

非生活困窮世帯

(n=1,337)

全体(n=1,510)

生活困窮世帯

(n=305)

非生活困窮世帯

(n=2,115)

全体(n=2,430)

生活困窮世帯

(n=314)

非生活困窮世帯

(n=1,901)

全体(n=2,232)

よく付き合っている ある程度付き合っている あまり付き合っていない

全く付き合っていない 不明・無回答

【

未
就
学
児

】

【

小
学
生

】

【

中
学
生

】

8.3

8.4

8.4

13.6

14.1

14.0

12.4

15.4

14.9

44.0

46.7

46.4

48.7

60.3

58.4

49.7

58.8

57.0

26.4

29.8

29.3

24.4

18.9

19.8

23.6

19.2

20.0

13.0

10.4

10.8

9.9

3.3

4.3

9.6

3.3

4.4

8.3

4.6

5.2

3.4

3.4

3.5

4.6

3.2

3.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

生活困窮世帯

(n=216)

非生活困窮世帯

(n=1,292)

全体(n=1,510)

生活困窮世帯

(n=353)

非生活困窮世帯

(n=1,973)

全体(n=2,329)

生活困窮世帯

(n=394)

非生活困窮世帯

(n=1,788)

全体(n=2,191)

よく付き合っている ある程度付き合っている あまり付き合っていない

全く付き合っていない 不明・無回答

【

未
就
学
児

】

【

小
学
生

】

【

中
学
生

】
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問 11 困難を抱える家庭に対する支援を行う中で、特に悩んだり難しかったりした ことは、どのようなこと

ですか。（〇はいくつでも） 【報告書 P209】 

 

 

「どこまでかかわる必要があるのかが、わからなかった」が 40.9％と最も高く、次いで「保護者と

連絡がとれなかった」が 36.2％、「支援を行いたくても予算がなかった」が 10.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・その他については、 

「当該家庭の保護者が支援を拒むケース」 

「介入することがデリケートであるということ」 

「子どもや保護者が現状を「当たり前」と認識し、相談の訴えがない」 

などの意見が挙がっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 

10.2 

7.9 

8.7 

36.2 

7.1 

3.9 

40.9 

3.9 

2.4 

29.1 

9.4 

6.4

5.8

8.3

10.3

29.5

9.6

10.9

46.8

5.1

5.1

28.8

14.7

0% 20% 40% 60%

相談する場所がなかった・わからなかった

支援を行いたくても予算がなかった

支援を行うノウハウがなかった

子どもと連絡がとれなかった

保護者と連絡がとれなかった

多忙で対応できなかった

専門的知識のある職員が不足し、対応できなかった

どこまでかかわる必要があるのかが、わからなかった

特定の家庭を特別に支援することへの批判が懸念された

対応できる体制がなかった

その他

不明・無回答

今回（n=127）

前回（n=156）
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○課題３ 若年出産者への支援の充実 【概要版Ｐ32】 

   

（保護者）問 22 お子さんにとって、現在、または将来的に、どのような支援があればよいと思いますか。 

 ×（保護者）問 5 初めて親となった年齢はいくつですか。 【報告書 P261】 

 

未就学児・小学生・中学生のいずれにおいても生活困窮世帯では「生活や就学のための経済的補助」が高

い傾向にあり、初めて親となった年齢が若いほど「経済的補助」を選択する割合が高い傾向にあります。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ※最も高かった値に網掛け・太字にて表記、２番目に高かった値に水玉の網掛け・太字にて表記。 

 

 

単位：％

保
護
者
が
家
に
い
な
い
と
き
に

子
ど
も
を
預
か
る
場
や
サ
ー

ビ
ス

生
活
や
就
学
の
た
め
の

経
済
的
補
助

進
路
や
生
活
な
ど
に
つ
い
て

相
談
で
き
る
と
こ
ろ

自
然
体
験
や
集
団
遊
び
な
ど

多
様
な
活
動
機
会

読
み
書
き
計
算
な
ど
の
基
礎
的
な
学
習

へ
の
支
援

会
社
な
ど
で
の

職
場
体
験
等
の
機
会

仕
事
に
就
け
る
よ
う
に

す
る
た
め
の
支
援

子
ど
も
の
み
で
無
料
も
し
く
は

安
価
で
食
事
が
で
き
る
場
所

進
学
や
資
格
を
取
る
た
め
の

学
習
の
支
援

学
生
服
や
学
用
品
な
ど
の

再
利
用
促
進

掃
除
や
料
理
な
ど
基
本
的
な
生
活
能
力

を
習
得
す
る
た
め
の
支
援

10代（n=13） 61.5 76.9 23.1 15.4 46.2 15.4 38.5 38.5 30.8 23.1 30.8

20～23歳（n=37） 40.5 75.7 13.5 29.7 32.4 16.2 24.3 24.3 43.2 37.8 24.3

24～26歳（n=32） 34.4 71.9 34.4 40.6 28.1 28.1 31.3 21.9 43.8 28.1 15.6

27～30歳（n=41） 39.0 68.3 22.0 46.3 31.7 26.8 31.7 24.4 39.0 39.0 17.1

10代（n=14） 71.4 85.7 28.6 35.7 64.3 42.9 35.7 50.0 64.3 57.1 35.7

20～23歳（n=111） 33.3 58.6 20.7 36.0 26.1 28.8 26.1 17.1 37.8 18.9 16.2

24～26歳（n=208） 46.2 59.6 20.2 36.1 31.7 29.3 20.7 16.8 39.4 30.3 20.2

27～30歳（n=462） 53.2 55.0 26.8 52.2 31.8 33.1 22.1 13.2 42.9 29.9 23.6

10代（n=15） 13.3 60.0 13.3 13.3 33.3 20.0 40.0 33.3 53.3 66.7      -

20～23歳（n=88） 29.5 78.4 17.0 21.6 27.3 23.9 26.1 31.8 54.5 44.3 27.3

24～26歳（n=49） 16.3 63.3 26.5 30.6 32.7 36.7 28.6 22.4 55.1 40.8 30.6

27～30歳（n=65） 20.0 70.8 33.8 32.3 26.2 36.9 29.2 21.5 49.2 33.8 29.2

10代（n=41） 14.6 63.4 14.6 17.1 24.4 26.8 34.1 12.2 63.4 19.5 26.8

20～23歳（n=261） 17.6 52.1 26.4 24.5 24.5 38.7 24.1 14.2 52.9 28.7 27.2

24～26歳（n=376） 20.7 47.6 22.1 27.9 18.1 41.5 21.3 9.6 51.9 25.0 21.5

27～30歳（n=687) 20.2 40.0 30.6 38.7 19.7 43.1 24.9 10.6 52.0 28.4 28.7

10代（n=15） 13.3 80.0      - 6.7 6.7 6.7 40.0 6.7 60.0 40.0 6.7

20～23歳（n=80） 10.0 76.3 28.8 16.3 18.8 31.3 25.0 20.0 57.5 36.3 23.8

24～26歳（n=66） 9.1 72.7 33.3 4.5 6.1 30.3 18.2 12.1 57.6 25.8 13.6

27～30歳（n=70） 12.9 68.6 34.3 15.7 12.9 31.4 37.1 14.3 62.9 30.0 21.4

10代（n=28） 10.7 60.7 32.1 21.4 14.3 32.1 50.0 14.3 57.1 32.1 21.4

20～23歳（n=246） 13.4 52.4 30.9 13.0 13.0 35.4 26.8 13.4 59.3 21.1 22.4

24～26歳（n=352） 8.0 43.8 32.7 17.6 11.6 40.3 27.3 10.5 55.1 23.9 27.6

27～30歳（n=652） 10.9 42.3 31.6 19.0 8.7 40.0 21.0 8.6 52.8 18.7 22.1

中
学
生

生
活
困
窮
世
帯

非
生
活
困
窮
世
帯

未
就
学
児

生
活
困
窮
世
帯

非
生
活
困
窮
世
帯

小
学
生

生
活
困
窮
世
帯

非
生
活
困
窮
世
帯
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（保護者）問 7 最も年長のお子さんが生まれるとき、悩みや心配事を相談できる相手はいましたか。 

×（保護者）問 5 初めて親となった年齢はいくつですか。 【報告書 P263】 

 

未就学児・小学生・中学生及び生活困窮世帯の該当有無を問わず、おおむね「10 代」においては「配偶

者・パートナー」 の割合が低くなっており、「親」や「医師・助産師・看護師」の割合が高い傾向にありま

す。 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ※最も高かった値に網掛け・太字にて表記、２番目に高かった値に水玉の網掛け・太字にて表記。 
 

 

単位：％

配
偶
者
・
パ
ー

ト
ナ
ー

親 兄
弟
・
姉
妹
・
親
戚

友
人
・
知
人

医
師
・
助
産
師
・
看
護
師

い
な
か

っ
た

10代（n=13） 46.2 53.8 15.4 23.1 61.5      -

20～23歳（n=37） 59.5 81.1 48.6 18.9 62.2 16.2

24～26歳（n=32） 53.1 84.4 53.1 21.9 40.6 6.3

27～30歳（n=41） 80.5 78.0 31.7 12.2 46.3 9.8

10代（n=14） 64.3 71.4 14.3 7.1 57.1 21.4

20～23歳（n=111） 76.6 81.1 51.4 17.1 45.0 11.7

24～26歳（n=208） 79.8 85.1 45.2 30.3 64.4 14.4

27～30歳（n=462） 85.5 87.9 44.6 28.6 61.3 17.5

10代（n=15） 26.7 93.3 73.3 33.3 53.3 6.7

20～23歳（n=88） 56.8 72.7 37.5 14.8 51.1 13.6

24～26歳（n=49） 44.9 69.4 26.5 22.4 59.2 10.2

27～30歳（n=65） 69.2 83.1 49.2 24.6 58.5 23.1

10代（n=41） 56.1 80.5 29.3 7.3 58.5 2.4

20～23歳（n=261） 70.9 80.8 42.9 18.8 61.7 8.8

24～26歳（n=376） 78.7 80.1 38.8 23.7 55.1 10.4

27～30歳（n=687) 81.8 84.3 39.9 22.6 63.8 14.0

10代（n=15） 46.7 66.7 40.0 6.7 66.7 6.7

20～23歳（n=80） 42.5 66.3 30.0 12.5 58.8 13.8

24～26歳（n=66） 59.1 83.3 39.4 13.6 54.5 9.1

27～30歳（n=70） 55.7 70.0 31.4 14.3 54.3 12.9

10代（n=28） 50.0 67.9 32.1 7.1 42.9 10.7

20～23歳（n=246） 69.1 78.9 39.0 17.5 56.9 9.8

24～26歳（n=352） 74.4 83.8 40.1 20.2 61.1 12.2

27～30歳（n=652） 79.3 84.7 45.9 21.0 61.7 15.8

中
学
生

生
活
困
窮
世
帯

非
生
活
困
窮
世
帯

未
就
学
児

生
活
困
窮
世
帯

非
生
活
困
窮
世
帯

小
学
生

生
活
困
窮
世
帯

非
生
活
困
窮
世
帯
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○課題４ ひとり親世帯への支援 【概要版Ｐ37】 

 

（保護者）問 34 あなたが現在必要としていること、重要だと思う支援等はどのようなものですか。 

×（保護者）問 3 あなたの世帯は、「ひとり親世帯」に該当しますか。 【報告書 P272】 

 

未就学児・小学生・中学生及び生活困窮世帯の該当有無を問わず、ひとり親世帯では「安い家賃で住める

こと」と「住宅を探したり住宅費を軽減したりするための支援が受けられること」の割合がひとり親ではな

い世帯より高くなっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.5 

31.0 

21.7 

17.1 

16.3 

7.8 

17.1 

31.8 

34.1 

53.5 

74.4 

12.4 

36.4 

27.1 

12.4 

6.2 

5.4 

40.0

62.5

20.0

12.5

7.5

20.0

12.5

32.5

42.5

60.0

75.0

27.5

45.0

37.5

10.0

5.0

2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

子どもの医療費が軽減されること

安い家賃で住めること

子どものことや生活のことなど

悩みごとを相談できること

同じような悩みをもった人

同士が知り合えること

地域の人同士の助け合い活動

・組織があること

離婚のことや養育費のことなど

について相談できること

病気や障がいのことなどについて

専門的な相談が受けられること

住宅を探したり住宅費を軽減したり

するための支援が受けられること

病気や出産、事故などの

事情があったときに一時的に

子どもを預けられること

子どもの保育園や幼稚園にかかる

費用が軽減されること

子どもの就学にかかる

費用が軽減されること

一時的に必要な資金

を借りられること

多子世帯に対する

子育て支援を拡充すること

就職・転職のための

支援が受けられること

SNSを通じた情報提供

その他

特にない

不明・無回答
該当しない(n=129）

該当する(n=40）

【未就学児 生活困窮世帯】

ひとり親世帯

＜複数回答＞

57.9 

17.0 

19.6 

14.9 

14.4 

5.6 

14.1 

18.6 

33.9 

50.5 

73.9 

5.8 

32.9 

20.4 

10.0 

5.8 

3.9 

0.7 

56.0

42.0

18.0

14.0

2.0

18.0

8.0

42.0

30.0

44.0

70.0

8.0

16.0

32.0

10.0

4.0

4.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

該当しない(n=1,276）

該当する(n=50）

【未就学児 非生活困窮世帯】

ひとり親世帯
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69.9 

38.1 

19.9 

9.1 

9.1 

7.4 

15.9 

31.3 

22.2 

26.1 

75.6 

19.9 

30.7 

27.8 

8.0 

2.8 

4.5 

1.1 

40.8

62.4

15.2

10.4

4.0

13.6

11.2

44.8

16.8

16.0

72.0

23.2

21.6

27.2

5.6

5.6

7.2

1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

子どもの医療費が軽減されること

安い家賃で住めること

子どものことや生活のことなど

悩みごとを相談できること

同じような悩みをもった人

同士が知り合えること

地域の人同士の助け合い活動

・組織があること

離婚のことや養育費のことなど

について相談できること

病気や障がいのことなどについて

専門的な相談が受けられること

住宅を探したり住宅費を軽減したり

するための支援が受けられること

病気や出産、事故などの

事情があったときに一時的に

子どもを預けられること

子どもの保育園や幼稚園にかかる

費用が軽減されること

子どもの就学にかかる

費用が軽減されること

一時的に必要な資金

を借りられること

多子世帯に対する

子育て支援を拡充すること

就職・転職のための

支援が受けられること

SNSを通じた情報提供

その他

特にない

不明・無回答
該当しない(n=176）

該当する(n=125）

【小学生 生活困窮世帯】

ひとり親世帯

＜複数回答＞

63.3

13.0

14.1

10.7

7.8

4.7

11.5

11.5

16.5

16.8

66.0

7.1

24.3

18.1

7.0

3.5

7.5

3.7

44.0

39.6

17.0

13.8

6.3

15.7

13.2

35.8

18.2

13.8

61.6

10.7

15.7

23.3

6.3

2.5

13.2

6.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

該当しない(n=1,934）

該当する(n=159）

【小学生 非生活困窮世帯】

ひとり親世帯
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70.6 

28.3 

15.5 

10.2 

8.6 

9.6 

14.4 

21.9 

15.0 

14.4 

75.4 

19.3 

27.8 

29.4 

8.6 

1.6 

3.2 

6.4 

50.8

55.1

18.6

6.8

4.2

14.4

7.6

38.1

16.9

11.9

74.6

22.9

21.2

35.6

5.9

1.7

5.9

1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

子どもの医療費が軽減されること

安い家賃で住めること

子どものことや生活のことなど

悩みごとを相談できること

同じような悩みをもった人

同士が知り合えること

地域の人同士の助け合い活動

・組織があること

離婚のことや養育費のことなど

について相談できること

病気や障がいのことなどについて

専門的な相談が受けられること

住宅を探したり住宅費を軽減したり

するための支援が受けられること

病気や出産、事故などの

事情があったときに一時的に

子どもを預けられること

子どもの保育園や幼稚園にかかる

費用が軽減されること

子どもの就学にかかる

費用が軽減されること

一時的に必要な資金

を借りられること

多子世帯に対する

子育て支援を拡充すること

就職・転職のための

支援が受けられること

SNSを通じた情報提供

その他

特にない

不明・無回答
該当しない(n=187）

該当する(n=118）

【中学生 生活困窮世帯】

ひとり親世帯

＜複数回答＞

64.7 

12.3 

13.1 

9.0 

6.2 

3.7 

10.5 

10.5 

11.5 

12.2 

65.7 

7.2 

18.2 

17.3 

6.6 

2.3 

8.1 

3.4 

50.3

40.3

17.4

10.7

4.7

14.1

10.1

22.1

14.8

10.1

67.1

12.8

15.4

21.5

3.4

6.0

1.3

6.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

該当しない(n=1,739）

該当する(n=149）

【中学生 非生活困窮世帯】

ひとり親世帯
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（保護者）問 28 保護者の方の仕事について、お答えください。 

×（保護者）問 3 あなたの世帯は、「ひとり親世帯」に該当しますか。 【報告書 P278】 

 

  生活困窮世帯の母子世帯では非正規雇用の割合が高くなっていますが、非生活困窮世帯の母子世帯では正

規雇用の割合が高くなっています。また、生活困窮世帯・非生活困窮世帯のいずれにおいても、母子世帯に

該当しない世帯では「働いていない」の割合が高くなっています。 

  経年比較をみると、母子世帯全体における「正社員・正規職員」の割合は増加しています。 

 

【今回調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

母子世帯

19.7

29.7

31.1

65.3

49.7

42.2

40.5

16.7

4.1

15.1

5.3

7.7

8.5

5.7

6.4

4.1

16.7

4.7

15.3

5.4

1.3

2.6

1.4

0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

該当しない(n=461）

該当する(n=192）

該当しない(n=4,719）

該当する(n=222）

正社員・正規職員 パート・アルバイト

契約社員・派遣社員・嘱託・準社員等 自営業・家業

働いていない 仕事を探している

【
生
活
困
窮
世
帯
】
【
非
生
活
困
窮
世
帯
】

＜単数回答＞

母子世帯

【未就学児・小学生・中学生】

52.3 30.6 11.9 5.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母子世帯全体(n=386）

正社員・正規職員 パート・アルバイト

契約社員・派遣社員・嘱託・準社員等 自営業・家業

＜単数回答＞

【母子世帯全体】
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【前回調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

母子世帯

18.1

29.5

25.0

57.5

43.8

43.3

42.9

24.0

7.9

12.9

4.8

7.7

8.3

6.0

5.4

6.4

20.2

5.7

20.6

1.7

1.6

2.6

1.3

2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

該当しない(n=504）

該当する(n=349）

該当しない(n=4,468）

該当する(n=233）

正社員・正規職員 パート・アルバイト

契約社員・派遣社員・嘱託・準社員等 自営業・家業

働いていない 仕事を探している

【
生
活
困
窮
世
帯
】
【
非
生
活
困
窮
世
帯
】

＜単数回答＞

母子世帯

【未就学児・小学生・中学生】

43.6 38.1 11.6 6.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母子世帯全体(n=543）

正社員・正規職員 パート・アルバイト

契約社員・派遣社員・嘱託・準社員等 自営業・家業

＜単数回答＞

【母子世帯全体】
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○課題５ 生活習慣の確立 【概要版Ｐ44】 
 

〇クロス集計 

（子ども）問９ （次の日に学校がある日）あなたは、夜何時ごろに寝ますか。 

×（子ども）問５ （朝ごはん）あなたは、1週間の内どのくらい食事をとっていますか。 【報告書 P280】 

 

小学生・中学生及び生活困窮世帯の該当有無を問わず、就寝時間が遅くなるほど朝ご飯を食べる回数が減

少しています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.9

82.8

75.0

50.0

42.9

3.7

8.6

12.0

9.1

7.4

3.3

5.4

9.1

14.3

4.0

3.3

13.6

14.3

3.3

13.6

28.6

1.3

1.1

4.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

9時より前(n＝27）

9時～10時前(n＝151）

10時～11時前(n＝92）

11時～12時前(n＝22）

12時より後(n＝7）

毎日 週５、６日 週３、４日 週１、２日 全くとらない 無回答

【小学生 生活困窮世帯】

＜単数回答＞

（翌日が学校の日）

就寝時間

94.7

93.6

85.9

71.8

38.5

2.7

3.4

6.9

10.0

30.8

0.5

0.9

2.6

5.5

15.4

1.6

1.5

2.6

6.4

15.4

0.5

0.3

1.2

4.5

0.3

0.7

1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

9時より前(n＝188）

9時～10時前(n＝1,174）

10時～11時前(n＝568）

11時～12時前(n＝110）

12時より後(n＝13）

毎日 週５、６日 週３、４日 週１、２日 全くとらない 無回答

【小学生 非生活困窮世帯】

＜単数回答＞

（翌日が学校の日）

就寝時間
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60.0

87.8

80.2

73.8

51.2

20.0

7.3

10.3

12.6

25.6

2.4

3.4

3.9

2.3

2.4

3.4

4.9

9.3

20.0

2.6

3.9

11.6

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

9時より前(n＝5）

9時～10時前(n＝41）

10時～11時前(n＝116）

11時～12時前(n＝103）

12時より後(n＝43）

毎日 週５、６日 週３、４日 週１、２日 全くとらない 無回答

【中学生 生活困窮世帯】

＜単数回答＞

（翌日が学校の日）

就寝時間

80.0

89.2

86.7

81.0

65.7

15.0

5.9

8.3

9.1

17.8

1.0

3.1

3.6

5.8

1.5

1.0

3.4

5.0

5.0

2.0

0.7

2.2

5.8

0.5

0.3

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

9時より前(n＝20）

9時～10時前(n＝204）

10時～11時前(n＝720）

11時～12時前(n＝669）

12時より後(n＝242）

毎日 週５、６日 週３、４日 週１、２日 全くとらない 無回答

【中学生 非生活困窮世帯】

＜単数回答＞

（翌日が学校の日）

就寝時間
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（子ども）問 12 あなたは項目にあげるものを持っていますか。持っていなければ、ほしいと思いますか。 

⑤ スマートフォン・携帯電話 

×（子ども）問９ （次の日に学校がある日）あなたは、夜何時ごろに寝ますか。 【報告書 P282】 

 

小学生・中学生及び生活困窮世帯の該当有無を問わず、スマートフォン・携帯電話をもっているほど就寝

時間が遅くなる傾向にあります。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

14.0

11.8

43.6

54.2

67.6

38.5

22.4

14.7

8.3

7.5

2.9

2.6

1.9

2.9

1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

もっている(n＝156）

もっていないから、

ほしい(n＝107）

もっていないけど、

ほしくない (n＝34）

9時より前 9時～10時前 10時～11時前 11時～12時前 12時より後 無回答

【小学生 生活困窮世帯】

＜単数回答＞

就寝時間

7.7

9.8

9.8

54.7

55.5

64.3

28.7

26.7

19.6

5.7

5.2

3.1

0.8

0.4

2.3

2.4

3.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

もっている(n＝1,062）

もっていないから、

ほしい(n＝793）

もっていないけど、

ほしくない (n＝224）

9時より前 9時～10時前 10時～11時前 11時～12時前 12時より後 無回答

【小学生 非生活困窮世帯】

＜単数回答＞

就寝時間

1.3

3.5

0.0

10.5

21.1

27.3

38.1

33.3

27.3

33.1

35.1

36.4

15.9

5.3

9.1

1.3

1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

もっている(n＝239）

もっていないから、

ほしい(n＝57）

もっていないけど、

ほしくない (n＝11）

9時より前 9時～10時前 10時～11時前 11時～12時前 12時より後 無回答

【中学生 生活困窮世帯】

＜単数回答＞

就寝時間

0.8

1.3

3.9

10.0

12.1

18.6

36.8

43.0

41.2

37.0

30.6

28.4

13.2

12.4

6.9

2.3

0.7

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

もっている(n＝1,466）

もっていないから、

ほしい(n＝307）

もっていないけど、

ほしくない (n＝102）

9時より前 9時～10時前 10時～11時前 11時～12時前 12時より後 無回答

【中学生 非生活困窮世帯】

＜単数回答＞

就寝時間
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○課題６ 生活支援の充実 【概要版Ｐ46】 

 

問 10 ①～⑥【K6点数（※）集計表】 

    未就学児・小学生・中学生のいずれにおいても、生活困窮世帯では「０～４点」が非生活困窮世帯に

比べて低くなっています。 【報告書 P33】 

 
※K6 点数…うつ病・不安障がいなどの精神疾患をスクリーニングすることを目的として開発された指標。

問 10①～⑥の質問について５段階（「まったくない」（0 点）、「少しだけある」（1 点）、「ときどきある」

（2 点）、「たいてい」（3 点）、「いつも」（4 点））で点数化する。合計点数が高いほど、精神的な問題がよ

り重い可能性があるとされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.0

59.6

57.4

44.9

56.8

55.1

44.9

58.1

56.0

33.5

26.3

27.2

28.5

26.6

26.8

27.1

25.6

25.9

15.3

9.4

10.1

18.4

10.3

11.2

17.8

9.3

10.4

8.8

2.9

3.6

5.9

2.8

3.2

4.5

2.9

3.1

2.4

1.7

1.9

2.3

3.5

3.6

5.7

4.1

4.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

生活困窮世帯

(n=170)

非生活困窮世帯

(n=1,337)

全体(n=1,510)

生活困窮世帯

(n=305)

非生活困窮世帯

(n=2,115)

全体(n=2,430)

生活困窮世帯

(n=314)

非生活困窮世帯

(n=1,901)

全体(n=2,232)

0～4点 5～9点 10～14点 15点以上 不明・無回答

【

未
就
学
児

】

【

小
学
生

】

【

中
学
生

】
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（子ども）問 11-1 問 11の場所の中で一番落ち着く場所はどこですか。 

×（保護者）問 10 K６点数 【報告書 P288】 

 

小学生の親子においては、生活困窮世帯の該当有無を問わず、「15 点以上」では「自分の家」の割合が他

の点数と比較してやや低くなっています。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※最も高かった値に網掛け・太字にて表記、２番目に高かった値に水玉の網掛け・太字にて表記。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：％

自
分
の
家

祖
父
・
祖
母
の
家

友
だ
ち
の
家

塾
や
習
い
ご
と

（
ス
ポ
ー

ツ
ク
ラ
ブ
な
ど

）

学
校

児
童
育
成
ク
ラ
ブ

公
園
や
広
場

お
店

（
商
業
施
設
な
ど

）

そ
の
他

不
明
・
無
回
答

0～4点（n=129） 91.5      - 0.8 1.6 2.3      - 2.3      - 0.8 0.8

5～9点（n=79） 84.8 6.3      - 1.3 2.5      - 1.3 1.3      - 2.5

10～14点（n=54） 85.2 1.9 1.9 5.6      -      -      -      - 1.9 3.7

15点以上（n=17) 64.7      - 11.8      - 17.6      -      -      - 5.9      -

0～4点（n=1,120） 88.5 3.8 0.8 1.7 1.2 0.1 0.6 0.3 0.7 2.3

5～9点（n=531） 85.9 4.7 1.9 0.8 1.5      - 1.9 0.2 0.9 2.3

10～14点（n=207） 83.1 5.3 1.9 2.9 1.4      - 1.9 1.0      - 2.4

15点以上（n=51) 78.4 3.9 2.0      - 2.0      - 3.9 2.0      - 7.8

0～4点（n=129） 89.1 3.1      - 0.8 0.8      - 2.3      - 0.8 3.1

5～9点（n=81） 85.2 2.5 4.9      - 2.5 1.2 1.2 1.2      - 1.2

10～14点（n=49） 87.8 2.0 2.0      - 2.0      -      -      - 4.1 2.0

15点以上（n=11) 100.0      -      -      -      -      -      -      -      -      -

0～4点（n=1,048） 90.7 2.2 1.3 1.2 1.0 0.1 1.2 0.6 0.8 0.9

5～9点（n=448） 89.5 2.9 1.1 1.6 0.9 0.4 0.7 0.7 1.1 1.1

10～14点（n=163） 81.0 4.3 2.5 1.8 1.8      - 2.5 1.8 2.5 1.8

15点以上（n=49) 93.9 2.0      - 4.1      -      -      -      -      -      -

中
学
生

生
活
困
窮
世
帯

非
生
活
困
窮
世
帯

小
学
生

生
活
困
窮
世
帯

非
生
活
困
窮
世
帯
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○課題７ 就労支援の充実 【概要版Ｐ49】 

 
問 28 保護者の方の仕事について、お答えください。（１つに○）  【報告書 P80】 

 

  （父親） 

未就学児・小学生・中学生のいずれにおいても「正社員・正規職員」がおよそ５～９割と最も高くなっ

ています。一方、生活困窮世帯では「正社員・正規職員」が非生活困窮世帯に比べて、およそ２～３割低

くなっています。 

経年比較をみると、未就学児の非生活困窮世帯・小学生・中学生において、「正社員・正規職員」が減

少しています。その中でも小学生の生活困窮世帯では、およそ 10ポイントの減少となっており、他に比

べて差が大きくなっています。 

 

 

【今回調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【 未就学児 】 【 小学生 】 【 中学生 】

69.7 

0.7 

4.2 

14.8 

0.0 

1.4 

0.0 

0.0 

9.2 

86.2

0.1

0.3

9.2

0.2

0.9

0.2

0.1

2.8

84.5

0.1

0.7

9.7

0.2

1.0

0.2

0.1

3.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

正社員・正規職員

パート・アルバイト

契約社員・派遣社員

・嘱託・準社員等

自営業・家業

わからない

働いていない

仕事を探している

その他

不明・無回答

生活困窮世帯

(n=142)

非生活困窮世帯

(n=1,302)

全体(n=1,447)

50.9

3.2

1.8

20.2

1.4

1.8

0.0

0.0

20.6

80.7

0.3

0.4

13.1

0.0

0.3

0.1

0.3

4.6

77.7

0.7

0.6

13.7

0.2

0.4

0.1

0.3

6.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

生活困窮世帯

(n=218)

非生活困窮世帯

(n=2,007)

全体(n=2,233)

59.7

0.0

2.2

19.5

0.0

1.3

0.4

0.0

16.9

78.7

0.3

0.8

13.5

0.0

0.3

0.2

0.4

5.7

76.2

0.3

0.9

14.1

0.0

0.4

0.2

0.4

7.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

生活困窮世帯

(n=231)

非生活困窮世帯

(n=1,815)

全体(n=2,063)
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【前回調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【 未就学児 】 【 小学生 】 【 中学生 】

66.7 

0.6 

4.5 

19.2 

0.0 

0.6 

0.0 

0.0 

8.3 

86.8

0.2

1.2

9.6

0.0

0.1

0.1

0.2

1.8

84.6

0.3

1.6

10.7

0.0

0.1

0.1

0.1

2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

正社員・正規職員

パート・アルバイト

契約社員・派遣社員

・嘱託・準社員等

自営業・家業

わからない

働いていない

仕事を探している

その他

不明・無回答

生活困窮世帯

(n=156)

非生活困窮世帯

(n=1,257)

全体(n=1,415)

61.8

0.0

4.2

23.1

0.5

0.9

1.4

0.9

7.1

82.3

0.2

1.5

11.5

0.0

0.1

0.3

0.1

4.0

80.1

0.2

1.8

12.7

0.0

0.2

0.4

0.2

4.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

生活困窮世帯

(n=212)

非生活困窮世帯

(n=1,855)

全体(n=2,070)

61.0

2.0

2.0

19.5

0.5

0.5

0.5

1.5

12.7

82.1

0.4

1.2

11.7

0.1

0.4

0.2

0.4

3.6

79.5

0.6

1.3

12.5

0.1

0.4

0.2

0.5

4.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

生活困窮世帯

(n=205)

非生活困窮世帯

(n=1,661)

全体(n=1,875)
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  （母親） 

未就学児の生活困窮世帯・小学生・中学生では「パート・アルバイト」がおよそ４～5割、未就学児の

非生活困窮世帯では「正社員・正規職員」がおよそ 4割とそれぞれ最も高くなっています。また小学生・

中学生と比べ未就学児の方が非生活困窮世帯と生活困窮世帯で「正社員・正規職員」「パート・アルバイ

ト」の差が大きくなっています。 

経年比較をみると、全体として「正社員・正規職員」が増加する一方、「パート・アルバイト」が減少

する傾向にありますが、未就学児・小学生の生活困窮世帯では「パート・アルバイト」が増加しています。 

 

 

【今回調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【 未就学児 】 【 小学生 】 【 中学生 】

22.4 

39.4 

4.7 

7.1 

0.6 

21.2 

2.4 

1.8 

0.6 

39.5

29.3

5.1

5.3

0.0

18.2

0.8

0.1

1.7

37.5

30.4

5.0

5.5

0.1

18.5

1.0

0.3

1.7

0% 20% 40% 60%

正社員・正規職員

パート・アルバイト

契約社員・派遣社員

・嘱託・準社員等

自営業・家業

わからない

働いていない

仕事を探している

その他

不明・無回答

生活困窮世帯

(n=170)

非生活困窮世帯

(n=1,337)

全体(n=1,510)

21.6

47.9

7.2

6.2

0.0

10.2

1.3

0.0

5.6

29.2

39.9

5.6

6.7

0.0

13.1

1.4

0.4

3.8

28.2

40.9

5.8

6.6

0.0

12.7

1.4

0.3

4.2

0% 20% 40% 60%

生活困窮世帯

(n=305)

非生活困窮世帯

(n=2,115)

全体(n=2,430)

21.0

43.9

8.9

8.3

0.0

10.5

1.6

0.6

5.1

29.1

41.1

4.9

6.4

0.0

12.2

1.4

0.5

4.4

27.8

41.3

5.5

6.7

0.0

11.9

1.4

0.5

4.9

0% 20% 40% 60%

生活困窮世帯

(n=314)

非生活困窮世帯

(n=1,901)

全体(n=2,232)
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【前回調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 未就学児 】 【 小学生 】 【 中学生 】

15.4 

35.5 

9.8 

7.0 

0.0 

19.6 

1.9 

0.0 

10.7 

29.3

28.6

3.5

3.9

0.0

30.6

0.8

0.6

2.7

27.3

29.7

4.4

4.3

0.0

29.1

0.9

0.5

3.9

0% 20% 40% 60%

正社員・正規職員

パート・アルバイト

契約社員・派遣社員

・嘱託・準社員等

自営業・家業

わからない

働いていない

仕事を探している

その他

不明・無回答

生活困窮世帯

(n=214)

非生活困窮世帯

(n=1,288)

全体(n=1,504)

20.7

39.7

8.9

7.2

0.0

13.5

1.7

1.1

7.2

23.9

43.2

4.7

5.3

0.1

16.8

1.4

0.7

3.9

23.3

42.7

5.4

5.6

0.0

16.3

1.5

0.8

4.5

0% 20% 40% 60%

生活困窮世帯

(n=348)

非生活困窮世帯

(n=1,958)

全体(n=2,309)

23.5

43.2

8.8

6.2

0.0

8.8

1.8

0.8

7.0

24.5

44.9

5.9

6.2

0.1

12.2

1.5

0.5

4.3

24.2

44.5

6.4

6.2

0.0

11.6

1.5

0.5

5.0

0% 20% 40% 60%

生活困窮世帯

(n=387)

非生活困窮世帯

(n=1,769)

全体(n=2,165)
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○課題８ 経済的支援の充実 【概要版Ｐ51】 

 
問 34 あなたが現在必要としていること、重要だと思う支援等はどのようなものですか。  

（あてはまるものすべてに○） 【報告書 P109】 

未就学児・小学生・中学生のいずれにおいても子どもの「就学にかかる費用」や「医療費」などへの経

済的支援の充実が高い割合となっています。また、生活困窮世帯では「安い家賃で住めること」「住宅を

探したり住宅費を軽減したりするための支援が受けられること」などで非生活困窮世帯より特に高い割

合となっています。 

経年比較をみると中学生の生活困窮世帯を除き、未就学児・小学生・中学生のいずれにおいても「子ど

もの医療費が軽減されること」、未就学児において「子どもの保育園や幼稚園にかかる費用が軽減される

こと」が減少しています。 

 

【今回調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【 未就学児 】 【 小学生 】 【 中学生 】

50.6 

38.8 

21.2 

15.9 

14.1 

11.2 

15.9 

32.4 

36.5 

54.7 

74.1 

15.9 

38.2 

29.4 

11.8 

5.9 

4.7 

0.0 

57.9

18.0

19.4

14.9

13.9

6.1

13.8

19.4

33.5

50.2

73.6

5.9

32.3

20.9

9.9

5.6

3.9

0.9

57.0

20.4

19.7

15.0

14.0

6.7

14.2

20.9

33.8

50.7

73.6

7.1

33.0

21.9

10.1

5.6

4.0

0.9

0% 20% 40% 60% 80%

子どもの医療費が

軽減されること

安い家賃で住めること

子どものことや生活の

ことなど悩みごとを

相談できること

同じような悩みをもった人

同士が知り合えること

地域の人同士の助け合い

活動・組織があること

離婚のことや養育費の

ことなどについて

相談できること

病気や障がいのことなど

について専門的な相談が

受けられること

住宅を探したり住宅費を

軽減したりするための

支援が受けられること

病気や出産、事故などの

事情があったときに一時的

に子どもを預けられること

子どもの保育園や

幼稚園にかかる費用が

軽減されること

子どもの就学にかかる

費用が軽減されること

一時的に必要な資金を

借りられること

多子世帯に対する子育て

支援を拡充すること

就職・転職のための支援が

受けられること

SNSを通じた情報提供

その他

特にない

不明・無回答

生活困窮世帯

(n=170)

非生活困窮世帯

(n=1,337)

全体(n=1,510)

57.4

48.2

17.7

9.5

6.9

9.8

13.8

37.0

19.7

21.6

74.1

21.0

26.6

27.5

7.2

3.9

5.9

1.3

61.9

14.9

14.2

10.9

7.7

5.5

11.8

13.3

16.6

16.5

65.6

7.4

23.6

18.5

7.0

3.4

7.9

4.1

61.2

19.0

14.6

10.7

7.6

6.0

12.0

16.2

16.9

17.2

66.5

9.1

24.0

19.6

7.0

3.4

7.6

4.0

0% 20% 40% 60% 80%

生活困窮世帯

(n=305)

非生活困窮世帯

(n=2,115)

全体(n=2,430)

63.7

38.9

17.5

9.2

7.6

12.4

12.4

29.0

16.6

14.3

75.2

20.4

24.8

31.8

7.6

1.6

4.1

4.8

63.4

14.4

13.4

9.2

6.1

4.5

10.5

11.4

11.8

12.1

65.8

7.8

17.9

17.5

6.4

2.7

7.5

3.7

63.0

17.7

13.9

9.1

6.3

5.6

10.7

13.8

12.4

12.3

66.7

9.5

18.8

19.4

6.5

2.5

6.9

4.5

0% 20% 40% 60% 80%

生活困窮世帯

(n=314)

非生活困窮世帯

(n=1,901)

全体(n=2,232)
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【前回調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 未就学児 】 【 小学生 】 【 中学生 】

72.2 

43.5 

16.2 

18.1 

11.1 

15.7 

12.0 

38.4 

37.0 

69.0 

72.7 

17.1 

31.5 

28.7 

8.8 

4.2 

1.4 

0.9 

74.2

15.0

14.3

11.6

12.9

5.0

13.3

17.9

30.4

72.1

68.6

6.3

21.7

19.0

5.4

3.2

2.2

1.5

73.9

19.1

14.6

12.5

12.6

6.5

13.1

20.8

31.3

71.6

69.1

7.9

23.0

20.3

5.9

3.4

2.1

1.5

0% 20% 40% 60% 80%

子どもの医療費が

軽減されること

安い家賃で住めること

子どものことや生活の

ことなど悩みごとを

相談できること

同じような悩みをもった人

同士が知り合えること

地域の人同士の助け合い

活動・組織があること

離婚のことや養育費の

ことなどについて

相談できること

病気や障がいのことなど

について専門的な相談が

受けられること

住宅を探したり住宅費を

軽減したりするための

支援が受けられること

病気や出産、事故などの

事情があったときに一時的

に子どもを預けられること

子どもの保育園や

幼稚園にかかる費用が

軽減されること

子どもの就学にかかる

費用が軽減されること

一時的に必要な資金を

借りられること

多子世帯に対する子育て

支援を拡充すること

就職・転職のための支援が

受けられること

SNSを通じた情報提供

その他

特にない

不明・無回答

生活困窮世帯

(n=216)

非生活困窮世帯

(n=1,292)

全体(n=1,510)

68.0

37.7

12.2

10.2

5.7

11.3

12.2

23.2

17.3

23.2

75.4

17.8

25.5

24.1

4.8

2.8

3.7

4.0

78.8

13.3

10.1

8.9

7.1

4.4

10.2

10.8

17.8

21.9

63.8

7.6

16.9

16.5

3.3

2.0

4.9

3.5

77.0

17.0

10.4

9.1

6.9

5.4

10.5

12.7

17.7

22.1

65.5

9.1

18.2

17.6

3.5

2.1

4.7

3.7

0% 20% 40% 60% 80%

生活困窮世帯

(n=353)

非生活困窮世帯

(n=1,973)

全体(n=2,329)

60.7

41.4

16.0

9.9

3.3

12.4

12.2

31.5

15.2

16.2

73.4

23.4

21.6

33.8

5.1

3.0

4.1

2.3

72.1

12.6

11.4

8.3

6.6

4.6

10.7

11.8

13.5

14.5

64.8

9.7

14.8

17.0

3.8

1.6

7.0

3.9

69.7

17.8

12.1

8.5

6.0

6.0

10.9

15.3

13.8

14.8

66.1

12.1

15.9

19.9

4.0

1.8

6.5

4.0

0% 20% 40% 60% 80%

生活困窮世帯

(n=394)

非生活困窮世帯

(n=1,788)

全体(n=2,191)
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（２）ヤングケアラーの実態と生活等への影響 【概要版Ｐ53】 

 
（子ども）問４ 同居家族に病気や障がいのある人や介護が必要な人がいるか。 

×（子ども）問 14 自分が行っている家族のお世話。 【報告書 P298】 

 

 家族に病気や障がいのある人や介護の必要な人がいると回答した子どものうち、家族のお世話を週に３回以

上行っている小学生は 88人おり、有効回収数に占める割合は 3.6％となっています。中学生では 55人おり、

有効回収数に占める割合は 2.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（保護者）問 27 お子さんは「ヤングケアラー」に該当するか。 

×（子ども）問 19 自分が「ヤングケアラー」だと思うか。 【報告書 P299】 

 

 親と子の間での「ヤングケアラー」に関する認識の差については、子どもは「ヤングケアラーと思っている」

が保護者は「ヤングケアラーに該当しない」と答えている割合と、子どもは「ヤングケアラーと思っていない」

が保護者は「ヤングケアラーと思っている」と答えた割合は、前者の方が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：％ 単位：％

該
当
す
る

該
当
し
な
い

該
当
す
る

該
当
し
な
い

3.6 96.4 13.3 86.7

1.0 99.0 0.6 99.4

小
学
生

思う
（n=30）

思わない
（n=1996）

中
学
生

思う
（n=55）

思わない
（n=2,109）

保護者

子ども

保護者

子ども

48.6

(88人)

35.9

(710人)

35.0

(55人)

22.9

(419人)

18.2

(33人)

16.6

(328人)

23.6

(37人)

18.5

(338人)

33.1

(60人)

46.6

(921人)

41.4

(65人)

57.4

(1,048人)

0.9

(18人)

1.2

(21人)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

病気や障がいのある人や

介護が必要な家族がいる

(n=181)

病気や障がいのある人や

介護が必要な家族はいない

(n=1,977)

病気や障がいのある人や

介護が必要な家族がいる

(n=157)

病気や障がいのある人や

介護が必要な家族はいない

(n=1,826)

ほぼ毎日、週に３～５回 週に１～２回、月に数日

まったくしない 不明・無回答

自分が行っている家族

のお世話の頻度

【

小
学
生

】

【

中
学
生

】


